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１．事実の概要と判旨

　本件は，Ｚ（株式会社）の株主であるY1
～3（個人）を原告，Ｚを被告とするＺの解
散を求める本案訴訟について，Y1らの請求

（本案請求）を認容した本件判決が確定して
いるところ，Ｚの株主であるＸ（個人）が，
本案訴訟の係属を知らされずその審理に関与
する機会を奪われたため，本件確定判決には
民事訴訟法338条１項3号所定の再審事由が
あると主張して，本案訴訟について，Y1ら
のＺに対する本案請求を棄却する旨の申立て
をして独立当事者参加の申出をするととも
に，本件再審の訴えを提起して，本件確定判
決を取り消し，Y1らのＺに対する本案請求
を棄却する旨の判決を求めた事案であり，株
式会社の解散の訴えにかかる請求を認容する
確定判決の効力を受ける第三者が，当該確定
判決に対する再審の訴えを提起するにあた
り，独立当事者参加の申出をすることによっ
て原告適格を認められるのかどうか，またそ
の際，単に当事者の一方の請求に対して訴え
却下または請求棄却の判決を求めるのみの参
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加が認められるか，という点について判断さ
れた事例である。事案の概要は以下のとおり
である。
　Ｚ（再審被告・本案事件被告）は，ドライ
ブインの経営等を目的とする株式会社（平成
8年６月18日設立，資本金2200万円，発行
済株式総数440株）であり，本案事件当時，
取締役及び監査役を設置していた。Ｘ（再審
原告・本案事件原告）及びY1ら（再審被告・
本案事件原告）は，少なくとも平成24年６
月以前から現在に至るまで，いずれもＺの発
行済株式の各11分の１（40株）を有する株
主である。Y1らは，Ｚに対し，平成24年６
月８日，会社法833条１項１号に基づきＺの
解散を求める訴え（本案事件）を提起したが，
その際Y1らは訴訟代理人を付けなかった。
他方，Ｚは，その顧問弁護士を訴訟代理人と
して答弁書を提出したものの，請求原因事実
の大部分を認め会社法833条１項１号の要件
の存在も争わなかった。
　本案事件の裁判所は，平成24年７月11日，
第一回口頭弁論期日において弁論を終結し，
同年８月29日，証拠及び弁論の全趣旨によ
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り請求原因事実を認定した上，これらの事実
によればＺが事業を継続することは極めて困
難であり，Ｚの存続自体が無意味ともいうべ
き状況にあり，株主間の不和，対立等によ
り解散決議をなし得ない状況にあると認め，
会社法833条１項１号の要件を満たすと判断
し，Ｚを解散する旨の判決（原判決）を言い
渡し，原判決は同年９月13日の経過により
確定した。これに対し，Ｘは，平成25年２
月13日，本案事件に対し独立当事者参加の
申出をすると共に，本件再審請求を行った（な
お，Ｘは第一審において，民訴法338条１項
３号の再審事由の他に，同条同号１号の再審
事由も主張している）。
　第一審（新潟地高田支部決平成25年５月
２日）は，再審原告の当事者適格について，「Ｘ
は，本案事件の訴訟提起以前から，原判決に
より解散したＺの株主であり，株主として原
判決の効力（対世効）を受ける立場にあると
ころ，株式会社が解散するかどうかは，当該
株式会社の株主に重大な影響を及ぼす事項で
あるから，Ｘは，原判決の取消しにつき固有
の利益を有する第三者に当たるというべきで
あり，本件再審請求の当事者適格を有すると
いうべきである。」と判示し，Ｘの当事者適
格を肯定した。
　また，Ｘが主張するところの民訴法338条
１項３号の再審事由（本案事件は，訴状及び
答弁書を事実上同一の弁護士が作成し，Yら
及びＺの取締役がいずれも解散を望んでいた
馴合訴訟であったこと，Ｙ・ＺはＸに本案事
件の訴訟提起を知らせなかったことが，本案
事件の当事者が代理人によって適法に代理さ
れなかった場合と同視でき，同号所定の再審
事由に該当する等主張）については，「本案
事件の訴状及び答弁書が事実上同一の弁護
士によって作成され，Y1ら及びＺの取締役
がいずれも解散を望んでいた馴れ合い訴訟で
あったとする点については，前記前提事実の
通り，そもそも本案事件の裁判所は，Ｚの自

白によることなく，証拠及び弁論の全趣旨に
より請求原因事実を認定し，これに基づき会
社法833条１項１号の要件を満たすと判断し
ているのであるから，原判決の基礎となった
証拠が偽造であった等の事情があれば格別，
単に上記のような事情が存在しただけで，原
判決に再審事由があるといえないことは明ら
かであ」り，「原判決の効力がＸにも及び，
Ｘが独立当事者参加の方式により本案事件に
参加することが可能であっても，本案事件の
当事者がＸに対し，必ずその訴訟提起を知ら
せなければならない理由はなく，そのような
事案において，本案事件の訴状及び答弁書が
事実上同一の弁護士によって作成され，本案
事件の双方当事者がいずれも請求認容判決
を望んでおり，さらに，仮に民訴法338条１
項３号所定の再審事由を広く類推適用する余
地があったとしても，上記の通り，本案事件
の裁判所が，Ｚの自白によることなく，証拠
及び弁論の全趣旨により請求原因事実を認定
し，これに基づき会社法833条１項１号の要
件を満たすと判断している以上，上記のよう
な事情が，民訴法338条１項３号所定の再審
事由に当たるということはできない。」とし
て再審事由を否定し，本件再審請求を棄却し
た（1）。
　これに対して原審（東京高決平成25年９
月27日）も，再審請求は理由がないとして
棄却しており，その理由として原々決定の理
由に加え（2），Ｘによる民訴法338条１項３
号の再審事由の主張について「本案事件の請
求を認容する確定判決は，会社法838条によ
り第三者に対してもその効力を有し，これに
よって，Ｘ主張のように，第三者の権利が害
されることがあり得る。しかし，その場合
に，民訴法338条１項各号の規定に当たると
きは格別，その限度を超えて，当該確定判決
により権利を害された第三者であること自体
をもって，民訴法338条１項３号の代理権欠
缺ないしこれに準じた再審事由に当たると認
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めることはできない。」と判示し，Ｘの当事
者適格は肯定したものの，再審事由を否定し
ている。
　以上に対し，最高裁は，職権により再審の
訴えの適否について検討をしている。
　すなわち，Ｘの当事者適格について，「新
株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確
定判決の効力を受ける第三者は，上記確定判
決に係る訴訟について独立当事者参加の申出
をすることによって，上記確定判決に対する
再審の訴えの原告適格を有することになる。」
とした最決平成25年11月21日民集67巻８
号1686頁を引用した上で，「この理は，新株
発行の無効の訴えと同様にその請求を認容す
る確定判決が第三者に対してもその効力を有
する株式会社の解散の訴えの場合においても
異ならないというべきである。」と判示しつ
つも，「独立当事者参加の申出は，参加人が
参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべ
き請求を提出しなければならず，単に当事者
の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却
の判決を求めるのみの参加の申出は許されな
いと解すべきである。」とした最判昭和45年
１月22日民集24巻１号１頁を引用し，「こ
れを本件についてみると，ＸはY1らとＺと
の間の訴訟について独立当事者参加の申出を
するとともに本件再審の訴えを提起したが，
Y1らのＺに対する請求に対して請求棄却の
判決を求めただけであって，Y1ら又はＺに
対し何らの請求も提出していないことは記録
上明らかである。そうすると，Ｘの上記独立
当事者参加の申出は不適法である。」と判示，
さらに，「なお，記録によれば，再審訴状の「再
審の理由」欄には，Ｚとの関係で解散の事由
が存在しないことの確認を求める旨の記載が
あることが認められる。しかし，仮にＸが上
記独立当事者参加の申出につきこのような確
認の請求を提出していたと解したとしても，
このような事実の確認を求める訴えは確認の
利益を欠くものというべきであって，上記独

立当事者参加の申出が不適法であることに変
わりはない。」として，本件再審の訴えを却
下した。
　なお，本決定には，金築裁判官の意見と，
山浦裁判官の反対意見が付されている。

〔金築裁判官の意見〕
　Ｘの参加形態について，「株式会社の解散
の訴えに対して反対の立場に立つ株主は，そ
の訴えの原告と会社がなれ合い訴訟をするお
それがあると考える場合，訴えの却下又は請
求棄却を求めて被告側にいわゆる共同訴訟的
補助参加をすることにより，その立場を守る
ことができるから，あえて独立当事者参加

（いわゆる詐害防止参加）をする必要はない。」
としつつも，「しかし，株式会社を解散する
判決（以下「解散判決」という。）が確定し
た後に，その事実を知った株主が，株式会社
の解散の訴えに係る訴訟（以下「解散訴訟」
という。）の係属を知らされなかったために
その審理に関与する機会が不当に奪われたこ
とを理由として（すなわち，多数意見が引用
する，平成25年11月21日第一小法廷決定が，
確定判決の効力を受ける第三者に対し，手続
保障の観点から認めた民訴法338条１項３号
の再審事由を主張して），再審の訴えを提起
したいと考えた場合は，共同訴訟的補助参加
という方法は有効とはいえない。補助参加の
申出と共に再審の訴えを提起した場合に主張
し得る再審事由は，補助参加の性質上，参加
の対象である訴訟の当事者が主張し得る再審
事由に限られ，上記のような自己の再審事由
を主張することはできないと解されるからで
ある。」とし，このような場合に再審の訴え
を提起しようとする株主は，「独立当事者参
加の方法を採るほかはない。」とする。
　その上で，独立当事者参加を申し出る者に
よる参加に当たっての請求の定立について
は，学説において請求の定立をせずとも，訴
え却下または請求棄却を求めるだけで足りる
とする見解があることを指摘し，「私も，詐
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害防止参加に関する限り，常に請求の定立が
必要であるとまで解しなければならないか，
若干の疑問を持つ。適切な請求を定立するこ
とが困難である一方，訴えの却下または請求
棄却の裁判を得るだけで，詐害訴訟防止の目
的を達成し得るという場合は十分想定し得る
が，請求を定立しない独立当事者参加を許容
することによって，何らかの具体的な弊害が
生ずることが一般的に予想されるのかどう
か，明らかではないように思われる。また，
独自の請求を定立する可能性のない第三者
に，補助参加人の地位を超える民訴法40条
１項から３項までの規定に基づく牽制権限を
与えることの当否も問題にはなろうが，請求
を定立しない共同訴訟的補助参加に同様の権
限を認めていることからすれば，独自の請求
があることが，必然的に上記牽制権限付与の
当否に結び付くものではないと考えられる。」
とし，「現行民訴法が当事者の一方だけを相
手方とする独立当事者参加も許容している現
在，この点を柔軟に考える余地が生じている
のではあるまいか。」とした。
　しかし，続けて，「詐害防止参加は補助参
加と区別された当事者としての参加であり，
訴えの却下又は請求棄却を求めて独立当事者
参加をする場合，いわば被告の地位を併存
的に引き受けたような形になるのであるか
ら，原告の請求について被告となり得る者で
あることは必要」とし，「会社法834条20号
は，株式会社の解散の訴えの被告適格を当該
株式会社と法定しており，株主は上記訴えの
被告適格を有しないから，株主が，単に訴え
の却下又は請求棄却を求めて，被告の立場で
解散訴訟に独立当事者参加の申出をするこ
とはでき」ず，「独立当事者参加の申出と共
に，解散判決に対する再審の訴えを提起する
場合も，単に訴えの却下又は請求棄却を求め
ることでは足りず，再審の訴えでの対象であ
る解散訴訟の当事者の少なくとも一方に対す
る請求を定立しなければならないと解すべき

である」と述べ，この点において本件におけ
るＸの独立当事者参加の申出は不適法であっ
て，このことは，「請求を定立しない詐害防
止参加を認める余地がないかどうかの議論に
かかわりなく，会社法が解散の訴えの被告適
格を会社に限定したという立法政策の結果と
して，やむを得ないもののように思われる。」
と結論する。
　これに対し，山浦裁判官の反対意見は以下
のとおりである。

〔山浦裁判官の反対意見〕
　最初に，本件再審の訴えにおけるＸの原告
適格については，「詐害防止参加を求めるに
当たり，請求を定立することは必要でない
と解するのが相当」としてこれを肯定すべ
きとする。その理由として，「詐害防止参加
は，原告と被告によるなれ合い訴訟により参
加申出をしようとする者の権利を害する判決
が出ることを阻止することに目的がある。そ
のため，参加申出をしようとする者は，原告
の被告に対する請求を棄却する判決を得れば
十分であって，それ以上に自己の請求につい
ての判決を求めているわけではない。このよ
うな場合に，原告又は被告に対して請求を定
立することを要求するのは，参加申出をしよ
うとする者に不可能を強いることになりかね
ない。殊に本件においては，ＸとY1らとの
間に，Y1らが保有するＺの株式の数に争い
がないから，ＸがY1らに対して，Ｚの株式
について株主権確認の訴えを提起してY1ら
の保有株式数（株式会社解散の訴えにおける
原告適格）を争うことは想定できない。ま
た，Ｚに対しては，再審訴状に解散事由が存
在しないことの確認を求める旨の記載がある
ことから，このような確認の請求を定立して
いたとみることができるが，多数意見が指摘
するように，このような確認を求める訴えに
確認の利益を認めることは困難である。Ｚが
解散していないことを前提に特定の取締役
の地位存在確認の訴えを提起したり，Ｚの解
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散を命ずる判決の確定を前提としてされた清
算人の選任手続の無効を主張して清算人の地
位不存在確認の訴えを提起したりすることも
考えられないではないが，このような技巧的
な請求を定立しなければならないのであろう
か。」とするもので，さらに，独立当事者参
加の立法経緯に鑑み，「詐害防止参加につい
ては，当事者となり一定の権限を行使するこ
とができることで必要にして十分であり，無
理に請求を定立させる必要はないというべき
である。」とし，多数意見の引用する前記最
決昭和45年１月22日で示された，独立当事
者参加は訴えの提起の実質を有するから，参
加人は本案訴訟の当事者双方に対して自己の
請求を立てて参加するものであるとの考えに
対して，「現行の民訴法においては，当事者
の一方のみを相手方とする独立当事者参加の
申出が認められており，その前提が異なって
いるのであるから，少なくとも詐害防止参加
については，上記のような考えを捨てるべき
である。」と結論する。
　さらに，金築裁判官の述べた，株式会社の
解散判決に対して再審の訴えを提起する株
主が独立当事者参加を申し出るに当たって
は，解散訴訟の当事者の少なくとも一方に対
する請求を定立しなければならないとする意
見に対しては，「記録上，Ｚの解散を希望す
る株主が発行済株式の過半数を保有し，その
一部を保有するY1らがＺの解散を求める訴
えを提起したことがうかがわれる本件におい
ては，会社法834条20号を介在させて詐害
防止参加に当たり請求の定立を必要とするの
は相当でない。すなわち，同号が株式会社の
解散の訴えの被告適格を当該株式会社に限定
したにもかかわらず，同法838条がその訴え
に係る請求を認容する確定判決の効力が株主
を含む第三者に対しても及ぶとしたのは，会
社をめぐる法律関係の画一的処理を図る必要
性がある一方，通常の場合いわゆる少数株主
権の行使として提起される株式会社の解散の

訴えに係る訴訟においては，訴訟の結果に最
も密接な利害関係を有する当該株式会社が最
も充実した訴訟活動をすることが期待できる
上，当該株式会社の解散に反対する多数派株
主が，当該株式会社の意思決定に関与するな
どして，実質的に当該訴訟に関与することが
でき，株主に対する手続保障も確保されてい
るということができるからであると考えられ
る。しかるに，本件のように，株式会社の解
散に賛成する株主が多数を占め（ただし，解
散の決議をすることができるほどには至って
いない。），その一部又は全部が当該株式会社
に対して株式会社の解散の訴えを提起する場
合，当該株式会社の解散に反対する少数派株
主に当該訴え提起の事実さえ知らされないま
まなれ合いで当該訴訟が追行されることに
より，少数派株主に対する実質的な手続保障
に欠ける事態が生ずるおそれが極めて大きく

（本件再審の訴えの対象となっている前訴で
は，…中略…，実際にそのような事態が生じ
ていることがうかがわれる。），このような事
態は会社法の予定しないところであると考え
られる。」から，請求の定立なくして，独立
当事者参加の申出ができるとする。
　また，以上のように解し，独立当事者参加
の申出が認められることにより，再審の訴え
における当事者適格が肯定された場合には，
再審事由をどのように考えるかについては，
以下のように述べる。つまり，「記録によれば，
本件再審の訴えの対象となっている前訴は，
Y1らがその訴えの提起に先立ち，Ｚの顧問
弁護士に相談し，その弁護士が前訴のＺの訴
訟代理人として，前訴において，Y1らの請
求を棄却するとの答弁をしつつも，請求原因
をおおむね認める答弁をし，積極的な反証活
動も行っていないこと，前訴においてY1ら
の請求を認容する判決（以下「前訴判決」と
いう。）が確定した後，Y1がその確定証明書
を上記弁護士に送付するよう手続を執ってい
ることがうかがわれ，これらによれば，前訴
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においてY1らとＺがなれ合いで訴訟追行を
していたことは否定し難い。また，記録によ
れば，ＸはＺの株主総会等においてその解散
に反対をしていたことがうかがわれるから，
Ｘが前訴の係属を知れば，これに参加して
Y1らの請求を争おうとすることは容易に推
認され，かつ，Ｚにおいても，そのことを十
分に認識していたと推認される。そうである
にもかかわらず，Ｚは，前訴において上記の
とおりなれ合いで訴訟追行をし，また，記録
上，Ｘに対して，前訴の係属を通知したこと
もうかがわれない。その結果，Ｘは，前訴に
参加するなどしてＺに対する解散請求の当否
を争う機会を逸したものであるということが
できる。このような一連の経緯に鑑みると，
前訴におけるＺの訴訟活動は，会社法により
被告適格を与えられた者によるものとして著
しく信義に反しており，Ｘに前訴判決の効力
を及ぼすことは手続保障の観点から看過する
ことができないものとして，前訴判決には民
訴法338条１項3号の再審事由が存在する余
地があるというべきである。」と述べている。

２．従来の裁判例と学説

　確定判決の既判力は，訴訟の当事者に対
して効力を有するのが原則であるが（民訴
法115条１項１号），人事訴訟（例えば人訴
法24条１項）や団体関係訴訟（例えば会社
法838条，一般法人法273条）等においては，
法律関係の安定のために，一般の第三者に対
する既判力の拡張，すなわち対世効が認めら
れている場合がある（3）。ところで，本件の
ように，確定判決の対世効を受ける第三者が，
当該本案訴訟における詐害性を主張して再審

（いわゆる詐害再審）を提起することが認め
られるか否かはしばしば問題となる。その際，
詐害再審における第三者の当事者適格をどの
ように考えるか，また当事者適格が認められ
るとして，その場合，詐害再審の再審事由を

どう考えるべきであろうか。以下では，裁判
例と学説の状況を概観する。

（1）　裁判例
　まず，本件でも引用する①最決平成25年
11月21日があげられる。①決定は，新株発
行の無効の訴えにかかる請求を認容する確定
判決に対する再審の訴えにおける再審事由
と，上記確定判決の効力を受ける第三者の原
告適格が問題となった事例である。事案の概
要を以下に記す。
　再審原告Ｘは，再審被告（前訴被告）Y1
の元取締役であり，新株予約権を行使するこ
とによってY1より1500株の普通株式の発行
を受け（本件株式発行）Y1の株主となった
が，その後代表取締役を解任された。Y1は，
Ｘ保有の株式について質権の設定を受けたと
する訴外Ｍに対し，本件株式発行は見せ金に
より払込みの外形を作出してされた無効なも
のであること等を通知したところ，Ｘ及びＭ
は，Y1に対し，本件株式発行は有効なもの
であること等を通知した。
　他方，Y1の株主である再審被告（前訴原告）
Y2は，Y1を被告として，主位的に，本件株
式発行の不存在の確認を求める訴えを提起し
た後，予備的に，本件株式発行を無効とする
ことを求める訴えを追加した（以下，「前訴」
という）。Y2は，この前訴において，本件株
式発行は見せ金により払込みの外形が作出さ
れたものにすぎないと主張したところ，Y1
は第一回口頭弁論期日においてこの請求を認
めると共に，請求原因事実をすべて認める旨
答弁した。これに対し，前訴の受訴裁判所は，
請求原因事実について追加立証を検討するよ
う指示したところ，第二回口頭弁論期日にお
いて，Y1から，本件株式発行が見せ金によ
るものであることなどが記載された陳述書が
提出されたため，これらを取り調べた上で口
頭弁論を終結し，予備的請求を容れ，本件株
式発行を無効とする判決（以下，「前訴判決」
という）を言い渡し，この判決は確定した。
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　Ｘは，その後に前訴判決を知ったため，前
訴について独立当事者参加の申出（以下，「本
件独立当事者参加」という）をするとともに，
Ｘが本件株式発行に最大の利害関係を持ち，
本件株式発行が有効であると主張しているこ
とをＹらは十分認識していながら，前訴提起
の事実をあえてＸに知らせなかったこと，前
訴において少なくともＸに訴訟告知をすべき
であったのにそれをしなかったのは，詐害判
決そのものであり，前訴には民訴法338条１
項３号（法定代理権，訴訟代理権又は代理人
が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこ
と）に準ずる再審事由があるとして，本件再
審の訴えを提起したものである。
　第一審は，まずＸの当事者適格について，

「訴訟の原告及び被告が共謀して第三者の権
利を侵害する目的をもって判決をさせるなど
した場合は，権利の主体が口頭弁論に関与し
て攻撃防御方法を提出する機会を奪われる点
において，民訴法338条１項３号所定の事由
がある場合と異ならないものということがで
きるから，当該第三者が当該判決について民
訴法338条１項３号所定の事由に準ずる再審
事由があると主張して自己の権利の救済を求
める場合には，これを認める余地があるもの
と解するのが相当である。」と肯定した。
　そして，Ｘ主張の民訴法338条１項３号所
定の再審事由については，会社法838条の趣
旨と実務運用に触れた後，「会社の組織に関
する訴えに係る請求認容判決の対世効によっ
て権利を侵害されたと主張する第三者が，民
訴法338条１項３号所定の事由に準ずる再審
事由があると主張してする再審の申立ては，
当該第三者の権利保護の要請と，確定判決の
対世効を定めて法律関係の画一的処理を図っ
た法の趣旨との調和的な解決の見地に照ら
し，当該申立てに係る事案について，裁判上
の自白の成立が認められてそれが判決の基礎
とされたなど，確定判決の対世効による法律
関係の画一的処理が図られないこととなって

もやむを得ない特段の事情が認められる場合
に限って，これを認め得るものと解するのが
相当である。」と述べ，本件では，前訴にお
いて前訴裁判所が当事者の提出した証拠を取
り調べ，請求原因事実に関する追加立証の検
討を指示して審理を続行し，続行期日におい
て追加された証拠を取り調べた上で口頭弁論
を終結したこと，自白の成立を認めず，証拠
により認定できる事実及び顕著な事実に基づ
き，主位的請求である本件株式発行の不存在
確認請求は請求原因事実が認められないとし
て棄却し，予備的請求である本件株式発行の
無効請求は本件新株予約権の行使に際してな
された払込みが有効な払込みとしての効力を
有していないとの理由で認容したこと等に鑑
み，前訴において上述の「確定判決の対世効
による法律関係の画一的処理が図られないこ
ととなってもやむを得ない特段の事情が存在
するとは，容易には認めることができず，一
件記録を改めて精査しても，そのような特段
の事情の存在は，これをうかがうことができ
ない。」と判断，民訴法338条１項３号の再
審事由を否定した。
　原審は，Ｘの当事者適格について，「Ｘは，
本件判決に対して再審の訴えを提起するもの
である。本件訴訟は，会社の組織に関する訴
えであり，本件判決はこれを認容する確定判
決であるから，会社法838条により，第三者
であるＸに対しても効力を有し，Ｘは，これ
によって自己の権利を害されるものであるか
ら，共同訴訟的補助参加をすることができる
ものであり，本件判決に対して再審の訴えを
提起する原告適格を有する。」としてこれを
肯定する。
　そして，再審事由については，「詐害判決
がされたことを再審事由として認める明文の
規定がない会社法838条に規定する判決につ
いて，当該判決の効力を受ける第三者に対し，
詐害判決がされたことを民事訴訟法338条１
項３号の代理権欠缺に準じた再審事由である
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と認めることができるかどうか」とし，「民
事訴訟法338条１項３号の代理権欠缺を再審
事由とする再審は，他の再審事由に基づく再
審とは異なり，出訴期間の制限がなく（同法
342条３項），再審事由について有罪判決等
があることを必要としないものであり（同法
338条２項），明文の定めがないにもかかわ
らず，詐害判決がされたことを同条１項３号
の代理権欠缺に準じた再審事由であると認め
ることができるかどうかについては，慎重な
検討を要する」ところ，行政事件訴訟法32
条１項に規定する判決，人事訴訟法24条１
項に規定する判決，並びに破産法131条１項，
民事再生法111条１項及び会社更生法161条
１項に規定する判決，特許法125条に規定す
る無効審決等，他の対世効を有する判決と比
較検討した上で，「現行の法体系においては，
判決の効力を第三者に対しても及ぼす場合に
は，当該訴訟の内容を考慮して，詐害判決が
されたことを再審事由として認めるかどうか
についても当該法律において規定しているの
であり，その反面，そのような法律の定めが
ない場合には，詐害判決であることを独立し
た再審事由として認めることはできず，した
がって，これを民事訴訟法338条１項3号の
代理権欠缺に準じた再審事由であると認める
ことはできないものというべきである。」と
する。そして，会社の組織に関する訴えに係
る請求を認容する確定判決が詐害判決である
と認められる場合に，民事訴訟法338条１項
５号又は７号の再審事由となる場合があるに
せよ，「詐害判決であることを独立の再審事
由として認める明文の規定がない以上，民
事訴訟法338条１項各号の規定の限度を超え
て，詐害判決であることを同項３号の代理権
欠缺に準じた再審事由であると認めることは
できない。」と判示した。
　これに対して，最高裁は以下のように判断
している。
　まず，Ｘの当事者適格について，新株発行

の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決
の効力を受ける第三者は，上記確定判決に係
る訴訟の当事者ではない以上，上記訴訟の本
案についての訴訟行為をすることはでず，上
記確定判決の判断を左右できる地位にはない
ため，当然には上記再審の訴えの原告適格を
有するということはできないとして，原審ま
でとは異なる判断をしているものの，「上記
第三者が上記再審の訴えを提起するとともに
独立当事者参加の申出をした場合には，上記
第三者は，再審開始の決定が確定した後，当
該独立当事者参加に係る訴訟行為をすること
によって，合一確定の要請を介し，上記確定
判決の判断を左右することができるようにな
る。なお，上記の場合には，再審開始の決定
がされれば確定判決に係る訴訟の審理がされ
ることになるから，独立当事者参加の申出を
するために必要とされる訴訟係属があるとい
うことができる。そうであれば，新株発行の
無効の訴えに係る請求を認容する確定判決の
効力を受ける第三者は，上記確定判決に係る
訴訟について独立当事者参加の申出をするこ
とによって，上記確定判決に対する再審の訴
えの原告適格を有することになるというべき
である。」として，これを認めた（4）。
　次に，再審事由については，「新株発行の
無効の訴えは，株式の発行をした株式会社の
みが被告適格を有するとされているのである
から（会社法834条２号），上記株式会社に
よって上記訴えに係る訴訟が追行されている
以上，上記訴訟の確定判決の効力を受ける第
三者が，上記訴訟の係属を知らず，上記訴訟
の審理に関与する機会を与えられなかったと
しても，直ちに上記確定判決に民訴法338条
１項３号の再審事由があるということはでき
ない。」が，「当事者は，信義に従い誠実に民
事訴訟を追行しなければならないのであり

（民訴法２条），とりわけ，新株発行の無効の
訴えの被告適格が与えられた株式会社は，事
実上，上記確定判決の効力を受ける第三者に
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代わって手続に関与するという立場にもある
ことから，上記株式会社には，上記第三者の
利益に配慮し，より一層，信義に従った訴訟
活動をすることが求められるところである。
そうすると，上記株式会社による訴訟活動が
およそいかなるものであったとしても，上記
第三者が後に上記確定判決の効力を一切争う
ことができないと解することは，手続保障の
観点から是認することはできないのであっ
て，上記株式会社の訴訟活動が著しく信義に
反しており，上記第三者に上記確定判決の効
力を及ぼすことが手続保障の観点から看過す
ることができない場合には，上記確定判決に
は，民訴法338条１項３号の再審事由がある
というべきである。」と述べる。そして，本
件においては，Ｘが前訴の係属を知れば，「自
らの権利を守るために前訴に参加するなどし
てY2による本件株式発行の無効を求める請
求を争うことが明らかな状況にあり，かつ，
Y1はそのような状況にあることを十分に認
識していたということができる」のであって，
前訴においてY1がY2の請求を争わないば
かりか，自ら請求原因事実を裏付ける書証を
提出したほか，前訴の係属を知らないＸに前
訴係属を知らせることが容易だったにもかか
わらずこれを知らせず，その結果，Ｘは，前
訴に参加するなどして本件株式発行の無効を
求める請求を争う機会を逸したとして，「こ
のような一連の経緯に鑑みると，前訴におけ
るY1の訴訟活動は会社法により被告適格を
与えられた者によるものとして著しく信義に
反しており，Ｘに前訴判決の効力を及ぼすこ
とは手続保障の観点から看過することができ
ないものとして，前訴判決には民訴法338条
１項３号の再審事由が存在するとみる余地が
あるというべきである。」と結論し，原決定
を破棄，東京高裁に差し戻した。
　次に，詐害再審が認められた事例として，
②大阪高決平成15年12月16日判タ1152号
287頁がある。本件は，再審被告（本案訴訟

原告）Y1が，再審被告Y2（本案訴訟被告）
に対し，再審原告Ｘを出資者とする第三者割
当増資を行う旨の決議の不存在確認請求訴訟
を提起し，欠席判決により全部認容され判決
が確定したため，その既判力により出資引受
権を有しないこととなったＸが，右判決には
民訴法338条１項３号所定の再審事由がある
と主張して再審を請求したが，棄却されたた
め抗告した事案で，既判力によって訴訟当事
者以外の第三者の具体的な権利を制限する確
定判決があり，訴訟当事者が当該第三者の存
在を知りながら敢えてその者に訴訟の存在を
知らせなかった本件のような場合には，当該
確定判決に同条項所定の再審事由があるとの
解釈をしても差し支えないとして，原決定を
取消し，再審を開始する旨の決定をした事例
である。
　②事件において，Ｘの当事者適格が肯定さ
れた理由は，次のようなものである。つまり，
本件決議の無効又は不存在の判決は対世効を
有することから，「Ｘは，本案判決の既判力
によって拘束され，かつ，本案判決によって
直接的に自己の権利を害されるのであって，
本案訴訟の当事者に準じる立場にあるという
ことができる」のであり，「本案訴訟が提起
され，Y2において本件決議が有効に成立し
たことを積極的に主張しない場合，Ｘは，民
事訴訟法47条１項所定の「訴訟の結果によっ
て権利が害されることを主張する第三者」と
して，Y1の本案請求の棄却を求めるととも
に，Y2との関係で本件決議が有効であるこ
との確認を求め，本案訴訟に独立当事者参加
をすることができたはずであり，本案判決が
確定した後は，独立当事者参加の方式により，
その再審の訴えを提起する資格を有する者と
解される。」というものである。
　さらに，再審事由に関しては，Ｘは本案訴
訟の当事者に準じる者であるから，独立当事
者参加の方式によって本案訴訟に関与し，訴
訟行為をする機会が保障されて然るべきであ
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るところ，Y2はY1の本案請求を争わず，応
訴しようともしなかったことに加え，Y1も
あえてＸに本案訴訟の提起を知らせなかった
ため，Ｘは本案訴訟の係属も知らず，本案判
決確定後の別訴において，Y2から証拠とし
て提出された本案判決により初めて本案判決
を知ったという経緯に照らすと，「Ｘは，終
局判決の既判力によって自己の権利を制限し
ようとする本案判決が提起されたのに，これ
に関与して訴訟行為を行う機会を奪われたの
であって，この事態は，訴訟当事者が代理人
によって適法に代理されなかった場合と同視
できる。」のであり「本案判決には，民事訴
訟法338条１項３号に準じる再審事由がある
というべきである」とする。なお本決定にお
いては，再審事由を定めた規定の適用範囲の
拡大と詐害再審について，一般論として前者
の拡張は相当ではないものの，大正15年の
民訴法改正によって詐害再審の規定が盛り込
まれなかったことは，他人間訴訟に関与する
機会が不当に奪われ，その確定判決により権
利を害された第三者の救済が不必要という見
解に基づくものではなく，「再審制度は，た
とえ法的安定を害することになっても，正義
に反する確定判決を取り消すための救済手段
が必要であるとの理念に基づいて設けられた
制度であり，このような再審制度の趣旨に立
ち帰れば，他人間訴訟の詐害判決について再
審を認める旨の明示的な文言を使用した規定
がないとの一事から，民事訴訟法338条１項
３号に関する極めて厳格な文言解釈に拘泥
し，確定した詐害判決に対する救済を拒否す
べきとの解釈論をとることは相当ではない。」
とも述べられている。
　また，③東京高判昭和43年11月27日下民
集19巻11・12号748頁は，認知の確定判決
に対して，当事者ではない利害関係人Ｘは再
審の訴を提起することができるかどうかが争
われた事例であり，その当事者適格について
は，民法786条より認知が任意になされた後，

利害関係人は認知無効の訴えを起こすことが
できることから，「これと同様に，認知が判
決によってなされた後においては，右判決に
対する不服の方法である再審の訴によって反
対事実の主張をしうるものと解するのが相当
である。従って，Ｘが右に示したような利害
関係人である本件においては，Ｘは，右確定
判決の当事者でなくても，適法に再審の訴を
提起しうることは明らかである」とする。ま
た，再審事由については，Ｘの主張する民訴
法420条（現338条）１項６，７号には該当
しないとして，再審の訴えを棄却した原審を
支持している。
　④千葉地判昭和35年１月30日下民集11巻
１号176頁は，認知判決によって父とされた
者の相続人と右認知判決に対する再審の訴え
の当事者適格の有無と，就籍許可の審判が取
り消された場合と右審判によって作成された
戸籍の抄本を証拠に採用した認知判決の再審
事由の有無が問題となった事例である。まず，
当事者適格については，再審原告Ｘは，亡Ａ
の養子として相続権を有し，再審被告Ｙが認
知判決の効力により亡Ａの子として相続権を
有するかどうかについて利害関係を有してい
るため，その利害関係は本件認知訴訟の被告
たる検察官よりも直接かつ重大であって，そ
のような利害関係を有するＸは，前訴当事者
ではないものの，それらのものと同様に確定
した認知判決に対し取消しを求める機会を与
えられるのが当然であるから，「独立参加の
形式を以て原判決の当事者を共同被告として
再審の訴を提起し得るものと解するのが相当
である。」とした。なお，再審事由に関しては，
民訴法420条（現338条）１項８号所定の事
由を認めている。
　しかし，④判決については，同様に検察官
に対する認知の訴えの下で，後に⑤最判平成
元年11月10日民集43巻10号1085頁によっ
て否定されている。
　⑤判決は，検察官を相手方とする死後認知
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訴訟において亡Ａの子であることの認知を求
めて勝訴判決を得たＹらに対し，亡Ａの子で
あるＸらが，関与する機会が与えられないま
まＸらに不利益な判決が下された右訴訟には
民訴法420条（現338条）１項３号の類推適
用による再審事由がある等と主張して再審の
訴えを提起したところ，再審請求が認容され
たためＹが上告した事案で，検察官を相手方
とする認知の訴えにおいて認知を求められた
父の子は，右訴えの確定判決に対する再審の
訴えの原告適格を有しないとして，原判決を
破棄し，再審請求を棄却した第一審判決を取
り消して，Ｘらの訴えを却下した事例である。
最高裁は，Ｘの当事者適格について，「再審
の訴えの原告は確定判決の本案についても訴
訟行為をなしうることが前提となるところ，
認知を求められた父の子は認知の訴えの当事
者適格を有せず（人事訴訟手続法32条２項，
２条３項），右訴えに補助参加をすることが
できるにすぎず，独立して訴訟行為をするこ
とができないからである」とし，認知の訴え
に関する判決の効力は認知を求められた父の
子にも及ぶところ，「その子が自己の責に帰
することができない事由により訴訟に参加す
る機会を与えられなかったとしても，その故
に認知請求を認容する判決が違法となり，又
はその子が当然に再審の訴えの原告適格を有
するものと解すべき理由はなく，この理は，
父が死亡したために検察官が右訴えの相手方
となる場合においても変わるものではない」
のであって，「検察官が被告となる人事訴訟
手続においては，真実の発見のために利害関
係を有する者に補助参加の機会を与えること
が望ましいことはいうまでもないが，右訴訟
参加の機会を与えることなしにされた検察官
の訴訟行為に瑕疵があることにはなら」ない
とした。
　その他，再審原告の当事者適格を否定し，
詐害再審を認めなかったものに⑥東京地判
昭和63年７月28日判時1317号94頁がある。

⑥判決は，建物収去土地明渡を認容した確定
判決について，建物の差押登記を得た抵当権
者において，独立当事者参加の申立て又は債
権者代位権の行使として提起した再審の訴え
が当事者適格を欠くとして却下された事例で
ある。本件において，再審原告Ｘの当事者適
格については，「再審の訴にかかる確定判決
の当事者でない第三者であっても，右判決の
効力を受ける第三者であって，判決の取消に
つき固有の利益を有する者については，再審
の訴を提起しうる適格を有するものと解せら
れる。」としながらも，「原判決は右判決の当
事者でない第三者たるＸに対し対世的に効力
を及ぼすものでないことはもとより明らかで
あるうえ，前訴訟において参加の機会を与え
られなかったＸが民事訴訟法70条（現46条）
の効力を受けることもありえないのであるか
ら，事実上，反射的不利益を受けることは別
として，いかなる意味においても原判決の効
力が第三者であるＸに及ぶことはない以上，
Ｘは本件再審の訴につき当事者適格を有しな
いというべきである。」と判示した。

（2）　学説の状況
　原告と被告とが第三者を害する目的をもっ
て行う訴訟を，一般に馴合訴訟または詐害訴
訟と呼ぶ。当該訴訟の係属中であれば，権利
を害されるとする第三者は，独立当事者参加

（あるいは共同訴訟的補助参加）によって訴
訟に関与することで自らの権利を守ることが
可能であるが，当該訴訟が既に終結し，判決
が確定してしまった後に当該訴訟を知った場
合はどうするべきか。馴合訴訟を理由とする
再審（いわゆる詐害再審）を認めるかどうか
という問題である。
　詐害再審については，民訴法の立法上も議
論があった（5）。フランス法の流れを汲んで
いた旧々民訴法483条では，詐害判決に対し，
第三者が原状回復の訴えを準用できるとして
いたところ（6），大正15年の民訴法改正（旧
民訴法）に伴い削除されたが，これは立法者
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の過誤によるものであることが指摘されてい
る（7）。すなわち，法案起草者は，事前的方
法として民訴法71条（現47条）の訴訟参加
が認められているから，詐害判決に対する再
審の訴えは認めなくてもよいと断じていたよ
うであるとされ，これに対しては，訴訟係属
を知らず判決後初めて詐害の事実に気付く第
三者も多いことから，第三者保護に欠けると
の指摘がなされていた（8）。そこで，立法論
として詐害再審制度の復活が主張されている
ものの，平成8年改正の際にも実現されるこ
となく現在に至っているが（9），解釈論とし
て詐害再審を認めるべきであるという主張が
強い（10）。
　では，詐害再審自体は認められるとした場
合，再審原告（第三者）の当事者適格につい
てどのように考えるのか，また，当事者適格
が認められたとして，どのような事由に基づ
き再審を認めるべきであろうか。
　まず，再審の当事者適格については，確定
判決の効力を受け，これに対し不服の利益を
有する者が再審の原告適格を有するとされて
いる（11）。他方，詐害訴訟の確定判決が対世
効を有する場合，不利益を受ける第三者の当
事者適格については，対世効を受ける第三者
に，独立当事者参加の形式で前訴当事者双方
を共同被告として再審を申し立てさせること
により，再審原告として当事者適格を認める
という見解があり（12），通説であるが，当該
第三者が共同訴訟的補助参加をなし得る場合
には，独立当事者参加ではなく，共同訴訟的
補助参加のルートを採るべきとする説や（13），
これらに対し，対世効を受ける者は当然に再
審の当事者適格を持つわけではなく，その適
格は前の訴訟の適格者に限定されるとする説
もある（14）。以上の見解に対し，そもそも「再
審原告」は，再開・続行された前訴訴訟手続
で「当事者」として訴訟追行できるものであ
り，本案判決の名宛人となるものであるから，
当該第三者が独立当事者訴訟参加人として再

審申立てを行い，再開された前訴本案審理に
独立当事者訴訟参加人として加入し得ても，
当該第三者は「再審原告」となる余地はない，
とする見解もある（15）。この見解によると，
第三者は「再審原告」とはなり得ないとして
も，再審に関わる方法として，独立当事者参
加人に「再審申立権」を認め，再開された本
案審理手続に独立当事者参加人として関与し
訴訟追行することで，民訴法40条適用の限
度で自己に有利な判決の取得を求めることは
認められるとする（16）。
　次に，当事者適格が認められた場合の再審
事由を如何に構成するかという点である。こ
の点，現行の民訴法338条１項は詐害判決そ
のものを再審事由とはしていない。第三者の
当事者適格を肯定する上記学説によると，再
審の訴えと同時に独立当事者参加あるいは共
同訴訟的補助参加を申し出ることになるが，
その場合であっても再審事由は民訴法338条
１項所定の再審事由によらねばならない。そ
こで，どのように考えるべきかにつき，見解
が分かれる。
　第一に，民訴法338条１項５号の再審事由
を構成するとするものである。この見解は，
詐害訴訟は一種の執行妨害（刑法96条の２）
を形成するとして，その処罰に基づき，同号
を類推適用するものである（17）。第二に，民訴
法338条１項３号の再審事由を構成するとす
るものである。これには，第三者を詐害する
目的の訴訟追行は，当事者に第三者から適法
な授権のない場合に比擬できるとする見解（18）

の他，事情の同一性を考慮する見解（19）もあ
る。

３．検討

　詐害再審については，それを認める必要が
あるのは支持できるところであり，本決定に
おいてもその余地を認めている。本決定にお
いては多数意見で独立当事者参加の申出と共
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にする再審を認めているが，金築裁判官の意
見においては，共同訴訟的補助参加の可能性
も示唆される他，①決定の原審においてもそ
の旨示されており，学説においてもその可能
性が指摘されている。
　ところで，本件第一審・原審においては，
Ｘの原告適格につき，原判決の対世効を受け
る立場にあり，原判決の取消しにつき固有の
利益を有する第三者に当たることから，本件
再審請求の当事者適格を有するとして⑥判決
と同様の考え方を採用した。しかし，本決定
ではこれを覆し，前記①・②決定，④判決と
同様に，独立当事者参加の申出というルート
を辿ることで，合一確定の要請を介して，確
定判決の判断を左右することができるように
なるため，上記確定判決に対する再審の訴え
の原告適格を有すると判示している。では，
共同訴訟的補助参加の申出による再審の途は
ないのであろうか。以下では，まずこの点に
ついて検討を進める。

（1）　詐害再審における第三者の原告適格に
ついて

①　独立当事者参加の申出と共同訴訟的補助
参加の申出の差異
　共同訴訟的補助参加とは，被参加人と相手
方の本訴訟の判決の効力が相手方と第三者の
間にも及ぶ場合に，第三者がする補助参加で
あり，民訴法上明文の規定はないものの，判
決の効力を受ける参加人の利益を保護するた
めに，通常の補助参加の場合よりも強い手続
上の地位や権能を認める必要があるとされ，
その結果，必要的共同訴訟人に準じた訴訟追
行上の権能と地位が与えられるものである（20）。
共同訴訟的補助参加が解釈上認められてき
たのは，以下のような理由による。すなわ
ち，共同訴訟参加（民訴52条）ができるの
は，共同訴訟人たる適格を持つ者に限られる
ことから，このような適格を有しない者は補
助参加の方式によらざるを得ないとされ，こ
れらの者のために，通常の補助参加よりは参

加人の独立性の強い補助参加形態を認めるこ
とが要請されてきたからであり，判例もこれ
を認めている（21）。現在，この共同訴訟的補
助参加は，会社訴訟や人事訴訟，行政処分取
消訴訟などにその例が多く見られ（22），破産
管財人の訴訟に破産者が参加する場合，遺言
執行者の訴訟に相続人が参加する場合，債権
者の代位訴訟（民423条）に債務者が参加す
る場合などもこれに該当する（23）。また，日
本ではこれを認める規定はなかったが，平成
15年，人事訴訟法15条においてこのような
参加を認める明文の規定が設けられた（24）。
　共同訴訟的補助参加における参加人の地
位は，必要的共同訴訟人の地位に近くなり，
被参加人の行為と抵触する行為をすること
もできること，参加人独自の上訴期間が認め
られること，参加人に中断・中止事由が生じ
た場合に本訴訟が停止すること，これらの三
点において通常の補助参加人とは異なると
される（25）（26）。しかし，これらの点以外に
関しては，共同訴訟的補助参加も通常の補
助参加と変わりがなく，参加の要件や参加申
出の手続，参加の効果は通常の補助参加に従
うものである。
　したがって，共同訴訟的補助参加において，
参加人に有利な訴訟行為は被参加人と抵触す
る場合であっても行うことができ，被参加人
が上訴権を放棄していても補助参加人は有効
に上訴が可能であり，被参加人がこの上訴を
取り下げることはできない（27）。また，補助
参加人の行為と被参加人との行為が矛盾抵触
する場合は，有利な訴訟行為はその効力を生
じるが，参加人による訴えの取下げや請求の
放棄・認諾等，訴訟自体を処分する行為は，
通常の補助参加人の従属性に従って不可能で
ある。他方で，被参加人がする訴訟処分行為

（例えば，訴えの取下げ，上訴の取下げ，請
求の放棄・認諾，訴訟上の和解など）につい
て，共同訴訟的補助参加人はこれを阻止する
ことができるのかどうかについては疑問が呈
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されているが（28），取下げについては，被参
加人の訴訟追行権を重視して肯定し，紛争解
決の内容に影響する請求の放棄・認諾，訴訟
上の和解，上訴の取下げなどは，不利な行為
として効力を否定すべきであるという見解も
ある（29）。
　以上のような共同訴訟的補助参加の申出に
よる場合，第三者は本案事件の再審において，
自己の請求を主張する必要はなく，単純に，
当該馴合訴訟を牽制することが可能となる。
しかし，この場合，当該詐害再審の再審事由
については，本案事件の当事者にそれが生じ
ている必要があり，この点，（2）において
検討する。
　一方，裁判例及び学説の多くが示すところ
の独立当事者参加による場合，独立当事者参
加人は民訴法47条１項前段の詐害防止参加
を主張することになる。これにより，参加人
は自ら訴訟の当事者となるため，共同訴訟的
補助参加の場合よりも直接的に自己の主張を
展開できる点，当該馴合訴訟の牽制はもちろ
ん，抜本的な紛争解決を図ることが可能とな
る。
　しかし，その反面，本案事件の当事者に対
する参加人の請求の定立が要求されるとこ
ろ，一般に，馴合訴訟に対して参加を申し出
る第三者の目的は，馴合いを牽制し自己に不
利益が及ぶことを防止することにあるため，
本案事件の当事者に対する請求の定立が難し
い場合が生じる。そのような場合にも，請求
の定立は必要とされるのだろうか。ここから，
独立当事者参加の場合には，この請求の定立
という点を検討しなければならない。
②　請求の定立について
　本決定はこの点に関し，昭和45年判決を
引用し本案事件の当事者双方に対して請求の
定立が必要であるとしているが，従来の学説
においても，独立当事者参加の場面において，
当事者双方に対する請求の定立は必要ないと
するものが多く（30）（31），加えて，現行民訴

法においても，一方当事者に対してのみ請求
を定立することで足りるとされていることか
ら，双方に対して請求を定立する必要はない
と考える。
　では，そもそも請求の定立自体，必要であ
ろうか。この点，金築意見においては，参加
人は原告の請求について被告となり得る者で
あることが必要であり，本案事件における被
告適格の問題から，参加人は被告の立場で解
散訴訟に独立当事者参加の申出をすることは
できないために，解散訴訟の当事者の少なく
とも一方に対する請求を定立しなければなら
ないことはやむを得ないとする。これに従う
と，少なくとも当事者の一方に対しては請求
の定立が必要ということになるが，果たして，
それにより本件のような場合に詐害防止参加
が可能となるのであろうか。つまり，山浦反
対意見に指摘される如く，本件のように当事
者の一方に対して争う事柄が存在せず，他方
当事者に対しても「技巧的な請求」を定立し
なければならないことになり，詐害防止参加
を主張して独立当事者参加を申し出，再審を
行うことが実質的に困難となる。
　第三者にとって詐害再審の目的は，先述の
とおり，本案事件の当事者が行った馴合訴訟
により被る不利な効果を防止しようとするも
のであり，そこでは，本案事件の原告の訴え
却下または請求棄却が認められれば，馴合訴
訟の牽制を果たすことが可能となる（32）。ま
た，本決定多数意見のように解することは，
馴合訴訟に対する事後的な救済が，その範囲
を狭められる結果となり妥当ではない。した
がって，山浦反対意見や学説が指摘するよう，
詐害再審における独立当事者参加の申出に当
たっての請求の定立は不必要であるとすべき
である。

（2）　再審事由について
　共同訴訟的補助参加，独立当事者参加の申
出を伴う第三者の詐害再審において，各参加
の申出が認められ当事者適格が肯定された次
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の段階として，再審開始の要件である再審事
由の検討が必要となる。以下では順に検討す
る。
　まず，共同訴訟的補助参加についてである。
　金築意見では，共同訴訟的補助参加による
べきとしつつも，この場合に主張し得る再審
事由は，補助参加の性質上，訴訟の当事者が
主張し得る再審事由に限られ，参加人自らの
再審事由を主張することはできないために，
共同訴訟的補助参加はなし得ないとする。す
なわち，本件ではＹらにおいて民訴法338条
１項各号の事由は生じておらず，したがって
Ｘは，再審事由を主張できないというもので
ある。
　しかし，共同訴訟的補助参加の場合には，
参加人自身の事由による再審の訴えも許容さ
れるとの指摘があり（33），この見解に従うと，
本件においても，共同訴訟的補助参加の申出
によっても再審の訴えを認めることが可能で
あるといえる。
　次に，独立当事者参加についてである。
　第一審は，Ｘが主張する民訴法338条１項
３号の再審事由に対して，本案事件の裁判所
が，証拠及び弁論の全趣旨により請求原因事
実を認定し，これに基づき会社法833条１項
１号の要件を満たすと判断している以上，Ｘ
に対し訴訟係属を知らせず，また訴訟代理人
が実質的に訴状・答弁書を作成しているとい
う事情があったとしても，民訴法338条１項
３号所定の再審事由に当たるということはで
きないとし，原審もまた，当該確定判決によ
り権利を害された第三者であること自体を
もって，民訴法338条１項３号の代理権欠缺
ないしこれに準じた再審事由に当たると認め
ることはできないとしている。
　しかし，本決定における山浦反対意見では，
本案事件は馴合訴訟の色合いが濃く，Ｚは，
ＸがY1らの訴訟を知っていれば当然参加し
てそれを争う姿勢を見せたであろうことを知
りながら，Ｘに訴訟係属を知らせず，そのた

めＸが訴訟に関与する機会が奪われたといっ
た一連の経緯に照らすと，前訴におけるＺの
訴訟活動は，会社法により被告適格を与えら
れた者によるものとして著しく信義に反して
おり，Ｘに前訴判決の効力を及ぼすことは手
続保障の観点から看過することができないも
のとして，前訴判決には民訴法338条１項３
号の再審事由が存在する余地があるとしてい
る。同号はこれまでも，その文言に関わらず
広くその類推適用が認められてきているとこ
ろであり（34），また，第三者を害する目的で
訴訟を追行すること自体，当事者に第三者か
ら適法な授権のない場合に比擬できるとすれ
ば（35），馴合訴訟であることが同号に該当す
るという結論は妥当なものである（36）。

（3）　本決定の意義と射程
　本決定は，詐害再審における当事者適格に
ついて，独立当事者参加の申出をすることに
より合一確定の要請を介してそれが認められ
るとした①決定を踏襲するものであるが，そ
の際には請求の定立が必要であることを示し
た点，①決定の適用範囲を限定したものであ
る。この点，独立当事者参加に関する議論展
開に逆行し今後の議論を第三者の定立する請
求内容に向けることとなり，引き起こした問
題は大きいと指摘される（37）。また，本件の
ように，請求の定立が困難な場合は少なくな
いことが指摘されるところ，そのような場合
に詐害再審の途を閉ざすことにもなり得る。
したがって，独立当事者参加とともに再審の
申出を行う場合には，山浦反対意見のよう
に，請求の定立を求めずとも，本案事件の原
告の訴え却下または請求棄却を求めることで
足りるとするべきであり，その上で，民訴法
338条１項３号への該当性を判断すべきであ
ろう。
　なお，本件においては，具体的にどのよう
な請求を定立すべきかという点については示
されていない。山浦反対意見において「技巧
的」な請求の例が示されるが，このような請
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求を定立した際に，それが認められるかどう
かは定かではない。
　また，このような請求の定立の問題を回避
する手段としては，共同訴訟的補助参加の申
出をさせることも一つであろう。その場合，
上述のように，再審事由の問題が生じるが，
参加人固有の事由を認めることでこれも回避
できる。
　そうすると，残る問題は，独立当事者参加
の方法を採った場合と，共同訴訟的補助参加
を採った場合の，再審開始後に参加人が置か
れる立場の違いであろう。独立当事者参加の
方が，紛争の抜本的解決に資することは既に
述べたが，詐害再審の場合，その目的は馴合
訴訟の防止であり，いずれの方法を採ったと
しても，その目的自体は達することができる
ように思われる。そうであれば，独立当事者
参加の申出による再審の途だけではなく，共
同訴訟的補助参加の申出による再審の途につ
いても，可能性を開いておくべきではないだ
ろうか。

〔注〕
（１） 民訴法338条１項１号所定の再審事由につ

いて，裁判所は，「本案事件の裁判所は，証
拠及び弁論の全趣旨により請求原因事実を
認定し，これに基づき会社法833条１項１
号の要件を満たす旨判断しており，Ｘの上
記主張は，当該認定が不当であるというに
すぎないものであるところ，そのような事
情が，民訴法338条１項１号所定の再審事
由（法律に従って判決裁判所を構成しなかっ
たこと）に当たらないことは明らかである。」
と判示している。

（２） Ｘによる民訴法338条１項１号の再審事由
については除く。

（３） ただし，団体関係訴訟においては，請求認
容判決にのみ対世効が認められ，請求棄却
判決については対世効はない。

（４） なお，最判平成元年11月10日民集43巻10
号1085頁については，旧民訴法の下，確定
判決の効力を受ける第三者が適法な独立当

事者参加の申出をすることができなかった
事案において，当該第三者の再審の訴えの
原告適格を否定したものであり，本件との
抵触が問題になる判例ではない旨付言して
いる。

（５） 民訴法47条１項前段の詐害防止参加の立法
経緯・沿革についての詳細を検討するもの
として，徳田和幸「独立当事者参加におけ
る請求の定立について－詐害防止参加の沿革
を中心として－」『民事訴訟法理論の新たな
構築　上巻』705頁（有斐閣，2001）。

（６） 旧々民訴法483条は次のように規定する。
「①第三者カ原告及ヒ被告ノ共謀ニ因リ第三
者ノ債権ヲ詐害スル目的ヲ以テ判決ヲ為サ
シメタリト主張シ其判決ニ対シ不服ヲ申立
ツルトキハ原状回復ノ訴ニ因レル再審ノ規
定ヲ準用ス。②此場合ニ於テハ原告及ヒ被
告ヲ共同被告ト為ス」

（７） 鈴木正裕「判決の反射的効果」判タ261号
10頁以下。

（８） 同11頁。
（９） 「民事訴訟手続に関する検討事項」第一四・

二・4（1991）。
（10） 鈴木・前掲注（7）11頁，岡田幸宏「判批」

私判リ31（2005＜下＞）125頁。また，再
審事由を構成するとして，詐害再審を認
めようとする見解に，兼子一『新修民事
訴訟法体系〔増訂版〕』333頁（酒井書店，
1965），吉村徳重『民事判決効の理論（下）』
65頁以下（信山社，2010），船越隆司「詐
害判決論」法学新法74巻4－5号116頁，三
谷忠之『民事再審の法理』38頁以下（法律
文化社，1988），岡田幸宏「判決の不当取得
について（一）」名古屋大学法政論集133号
75頁以下等。その他，立法提言を行うものに，
三木浩一＝山本和彦編『民事訴訟法の改正
課題』ジュリ増刊（2012）179頁以下。

（11） 新堂幸司『新民事訴訟法〔第五版〕』944頁（弘
文堂，2011），伊藤眞『民事訴訟法〔第４版
補訂版〕』723頁（有斐閣，2014），高橋宏
志『重点講義民事訴訟法（下）〔第2版補訂
版〕』793頁（有斐閣，2014）等。

（12） 兼子・前掲注（10）485頁，新堂・前掲注（11）
945頁，高橋・前掲注（11）794頁，兼子一
原著・松浦馨他『条解　民事訴訟法第2版』
1716頁〔松浦馨〕（弘文堂，2011），本間靖
規「判批」民商法雑誌102巻6号821頁等。
なお，高橋・前掲注（11）は，独立当事者
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参加と共同訴訟的補助参加のいずれがよい
かについて，「さしあたりどちらも可能」と
する。同著798頁注（21）参照。

（13） 三谷・前掲注（10）332頁。
（14） 河野正憲『民事訴訟法』853頁（有斐閣，

2009）。
（15） 加波眞一「判批」私判リ47（2013＜下＞）

128頁以下。
（16） 同上。
（17） 同，兼子・前掲注（10）。
（18） 鈴木・前掲注（7）12頁。
（19） 同，船越・前掲注（10）。
（20） 兼子ほか・前掲注（12） 240頁〔新堂幸司＝

高橋宏志＝高田裕成〕，中野貞一郎ほか編『新
民事訴訟法講義〔第2版補訂2版〕』565頁（有
斐閣，2008），菊井維大＝村松敏夫原著・秋
山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅰ

〔第2版追補版〕』450頁以下（日本評論社，
2014），新堂・前掲注（11）817頁など。

（21） 三ヶ月章『法律学全集　民事訴訟法（オン
デマンド版）』242頁（有斐閣，2004）。なお，
判例については，大判昭和13年12月28日
民衆17巻2878頁。

（22） 野村秀敏「補助参加人の地位」伊藤眞・山
本和彦編『民事訴訟法の争点』ジュリ増刊
82頁（2009）

（23） 兼子ほか・前掲注（12）241頁。また，保
証人が主たる債務者の訴訟に参加する場合
を認めるものとして，鈴木・前掲注（7）15頁。

（24） 参考として，梶村太一＝徳田和幸編『家事
事件手続法〔第2版〕』154頁以下（有斐閣，
2007）。

（25） 兼子ほか・前掲注（12）241頁以下〔新堂
幸司＝高橋宏志＝高田裕成〕，中野ほか・前
掲注（20）565頁以下，野村・前掲注（22），
松本博之＝上野泰男『民事訴訟法〔第6版〕』
702頁以下（弘文堂，2012），新堂・前掲注（11）
817頁以下，榊原豊「共同訴訟的補助参加」
三ヶ月章・青山善充編『民事訴訟法の争点』
ジュリ増刊128頁以下（1979），林田学「共
同訴訟的補助参加」三ヶ月章・青山善充編『民
事訴訟法の争点〔新版〕』ジュリ増刊144頁
以下（1988）等。

（26） ただし，最後の点については，無条件に停
止を認める見解（兼子・前掲注（10）399
頁，高橋・前掲注（11）470頁，松本＝上
野・前掲注（25）703頁等），参加人を除外
した本訴訟の進行経過が参加人の利益を害

すると認められる場合にのみ停止を認める
見解（新堂・前掲注（11）818頁等），本訴
訟への進行への影響を認めない見解（三ヶ
月・前掲注（21）242頁）等がある。

（27） 大判昭和13年12月28日民集17巻2878頁，
最判昭和40年6月24日民集19巻4号1001
頁。

（28） 高橋・前掲注（11）470頁。
（29） 松本＝上野・前掲注（25）703頁。
（30） 上田徹一郎＝井上治典編『注釈民事訴訟法

（2）』205頁〔河野正憲〕（有斐閣，1992），
井上治典『多数当事者訴訟の法理』299頁（弘
文堂，1981）等。

（31） 本決定に対しても，旧法下の判例を引用し
てまで請求の定立を要求し，原審までは認
めていた当事者適格を否定する必要があっ
たのかとの批判がなされている。安西明子

「判批」新・判例解説Watch（TKCローラ
イブラリー）LEX//DB文献番号25446512

（2014）4頁。
（32） なお，徳田・前掲注（5）727頁では，「詐

害防止参加においては，参加人が訴訟の結
果によって害される権利そのものの主張を
請求として定立できる場合は必ずしも多く
はなく，参加人は自己の権利が害されるこ
とを主張して原告または被告の権利関係に
関する積極的確認または消極的確認を求め
ることになるのが通常であろうことからす
れば，参加人に独自請求の定立を要求する
ことにどのような意味があるのかについて
も，検討の必要があるのではないかと思わ
れる。」とする。

（33） 三谷忠之「判批」判タ722号82頁（1990）。
（34） 例えば，最判平成4年9月10日民集46巻6

号553頁（有効な訴状の送達がなされず，
そのために被告とされた者が訴訟に関与す
る機会が奪われたことは，民訴法338条１
項3号に規定される「当事者の代理人とし
て訴訟行為をした者に代理権の欠缺があっ
た場合」と異ならないとされた事例）等。

（35） 鈴木・前掲注（7）12頁。
（36） なお，山浦反対意見は，馴合訴訟と本案事

件への適切な関与の機会の有無という点を
総合して民訴法338条１項3号への該当性を
示唆するものであるが，これらそれぞれを
単独で同号への該当事由として抽象化する
ことは一考を要する。というのも，適切な
関与の機会が奪われたという点について一
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般化することは，例えば，訴訟告知を受け
なかった場合にも敷衍できるものであるた
め，同号へ該当する範囲が広くなりすぎる
きらいがある。また，馴合訴訟については，
同条における立法化が見送られ特別法によ
る手当がなされているという現行法体系に
おいては，解釈による運用よりは制度的解
決を図るべき問題であると考えられるから
である。

（37） 安西・前掲注（31）4頁。




